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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成22年６月25日に提出いたしました第３期(自 平成21年４月１日　至 平成22年３月31日)有価証券報

告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出

するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

　第２　事業の状況

　　　７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

　

　　第４　提出会社の状況

　　　６　コーポレート・ガバナンスの状況等

　　　　(1) コーポレート・ガバナンスの状況

         ⑨ 役員報酬

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 第一部【企業情報】

　 第２【事業の状況】

　　　 ７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　　（訂正前）

　　　(1)から(6)〈省略〉

　
　　（訂正後）

　　　(1)から(6)〈省略〉　　

　　　(7)「４ 事業等のリスク」に記載した重要事象等についての分析、検討内容、及び解消、改善するための

対応策

　当社グループは、「第２ 事業の状況　４ 事業等のリスク　(2) 継続企業の前提に関する重要事

象」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在して

おります。

　当該重要事象を解消し、又は、改善するための合理化策を以下のとおり実行に移しております。

① 役員報酬の２５％～５０％返上

② 社員の定例給与５％～１０％返上

③ 工場休日稼働の増加５日/月から１０日/月に倍増

④ 希望退職者の募集により１６名退職[３月３１日]（中核企業である㈱ＭＩＥテクノおよび

その子会社㈱ＭＩＥフォワードの正規社員を対象）

⑤ ㈱ＭＩＥテクノの西宮工場を本社へ移転（２１年１０月より）

⑥ 原材料価格の上昇に見合った販売価格水準の是正
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　 第４【提出会社の状況】

　　　 ６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

　　　  (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

　　　　 ⑨ 役員報酬

　　（訂正前）

　　当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

　イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 報酬等の総額(千円)
報酬等の種類別総額(千円) 対象となる役員

の員数(名)基本報酬

取締役 １７，０５５ １７，０５５ ３

監査役
(うち社外監査役)

１１，１０５
　（４，６３４）

１１，１０５
　（４，６３４）

３
（２）

（注）平成20年６月開催の第１回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を月額総額４００万円以内(使用人兼
取締役の使用人給与分を含まない。)、監査役の報酬限度額を月額総額１２０万円以内と決議しております。

　

　ロ．〈省略〉

　
　　（訂正後）

　　当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

　イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 報酬等の総額(千円)
報酬等の種類別総額(千円) 対象となる役員

の員数(名)基本報酬

取締役 １７，０５５ １７，０５５ ３

監査役
(うち社外監査役)

１１，１０５
　（４，６３４）

１１，１０５
　（４，６３４）

３
（２）

（注）当社は、役員の報酬等の額、又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。ただし、役員の報酬等
の額については、平成20年６月開催の第１回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を月額総額４００万
円以内(使用人兼取締役の使用人給与分を含まない。)、監査役の報酬限度額を月額総額１２０万円以内と決議
しております。

　

　ロ．〈省略〉

EDINET提出書類

株式会社ＭＩＥコーポレーション(E01466)

訂正有価証券報告書

3/3


	表紙
	本文
	１有価証券報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正箇所
	第一部企業情報
	第２事業の状況


	７財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	第４提出会社の状況

	６コーポレート・ガバナンスの状況等
	(1)コーポレート・ガバナンスの状況


